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第６回行政改革推進委員会 議事録 

 

日時：令和４年１月１７日（月）14：00～15：40 

場所：村上市役所 ５階 第４会議室 

 

【出席者】 

馬塲委員長、村山副委員長、石黒委員、太田委員、山ノ井委員、本田委員、瀬賀委員 

 

【欠席者】 

 なし 

 

【市側】 

 東海林総務課長、五十嵐総務課行政改革推進室長、斎藤総務課係長、佐藤総務課主査 

 

【傍聴者】 

 １名 

 

 

１ 開 会（１４：００） 

（斎藤係長） 

本日お忙しい中、行政改革推進委員会に出席いただきまして、誠にありがとうございます。定刻にな

りましたので、ただいまから、第６回の委員会を開催いたします。日程３の報告までの間、委員会の進

行させていただきますのでお願いいたします。はじめに、本日の委員会の開催に当たりまして、委員の

出席状況をご報告いたします。本日の出席者は委員定数７名の過半数を越えており、本日の委員会が成

立していることをご報告いたします。本日は委員長と瀬賀委員はオンライン（ズーム）で参加というこ

とになりますので、よろしくお願い致します。また、お一人傍聴ということで会場にいらっしゃってお

りますので、ご報告させていただきます。 

 

 

２ 委員長あいさつ 

（斎藤係長） 

  日程２、委員長あいさつになります。馬塲委員長よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

今日はズームで参加させていただくことになりました。変異株の拡大ということもあって、なるべく
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集まらない方がいいだろうと、事務局と相談してさせていただいたところです。今日は答申案につい

て、パブリックコメントもございましたので、それに基づいて話をしていきたい。答申自体の書きぶり

についても打ち合わせをさせていただければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

（斎藤係長） 

 条例第５条の規定によりまして、議長の方を委員長にお願いします。 

 

 

３ 報 告 

 

（委員長） 

次第３、報告事項について、事務局からご説明をお願いします。 

 

（斎藤係長） 

報告させていただきます。前回１２月１３日の第５回委員会以降の経過についてご報告いたします。

１２月１７日、市議会の全員協議会で行政改革大綱の原案について概要を説明させていただきました。

大綱に記載されている資料の内容の確認、財政調整基金残高を標準財政規模の１割とする理由等につ

いての質問がありましたし、事務事業改善には市民の方が関わることをもう少し明記するべきではな

いかというご意見をいただきましたので、できる限り大綱に反映をさせていただきますということで、

ご回答をさせていただいたところでございます。 

その後、１２月２０日から１月１１日までパブリックコメントを実施いたしました。実施に当たりま

しては市報、村上市のホームページ、村上市のメールマガジン、公式フェイスブックなどで、市民の皆

さんに周知をさせていただきました。最終的には５名の方からご意見をいただいたところであります。

意見の内容等につきましては、この後の議事で説明をさせていただきます。報告は以上になります。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。それでは今の報告についてご質問ございましたら出していただければと

思います。よろしいでしょうか。 

続きまして次第４、議事に入らせていただきたいと思います。 

 

４ 議 事 

（１）パブリックコメントで出されたご意見の取扱いについて 

 

（委員長） 

パブリックコメントで提出されたご意見の取扱いについて、事務局から原案の説明をしていただき

たいと思います。 
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（斎藤係長） 

資料１をご覧ください。１ページ目、意見の結果ということで集計させていただきました。先ほど申

し上げましたとおり、意見の提出期間は令和３年１２月２０日から令和４年１月１１日の２３日間に

なります。意見の提出者は５名、提出件数は２７件となっております。受付状況ですが、１人の方はフ

ァックス、４名の方は電子メールでご意見をいただいたところでございます。内容についてご説明をさ

せていただきます。意見の結果ということで、Ａ４横で６ページのもの、それから一緒に大綱の方もご

覧いただければと思います。それでは説明をさせていただきます。 

まず１番になります。意見のところ、大綱の１ページになりますが、「広大な面積の説明の中に、「川、

谷沿いに」というところを、「海、山、川、谷沿いに」としていただきたい」というご意見でした。こ

ちらにつきましては、ご意見として参考とさせていただくということで、修正後の大綱には「海、山」

という文言を追加したところでございます。２つ目のご意見ですが３ページ目になります。歳入で法人

市民税の減少理由ですが、「コロナは理由ではないのではないか」というご意見をいただいたところで

ありますけれども、私どもの分析といたしまして、法人市民税の減少は税率改正と新型コロナウイルス

感染症の影響によるものと分析をしていますので、こちらの表現にさせていただきました。３番、５ペ

ージになります。職員の定員管理について、「広大な面積を理由に人件費がかかると記載されているが、

立地適正化計画を推進すればよいのでは」というご意見でございます。こちらは、合併前のそれぞれの

地域で育んできた歴史、地域の誇り、いわゆるシビックプライドは守られるべきものと考えるので、行

政コストがかかっても維持し続ける必要があると回答しております。４番、５ページになりますが、図

４－１、４－２についてご意見をいただいたところであります。図４－１につきましては、県内各市と

いうことでありますが、新潟市は政令指定都市、長岡市と上越市は特例市であることから人口規模が異

なるため、除いて比較検討したということであります。また、図４－２でありますが、こちらは県内各

市との比較では職員数が多いことを図４－１で表していますが、全国の村上市と同規模の面積を有す

る市と比較しますと、広大な面積を有する市は人件費はじめ行政コストがかかる傾向にあることを確

認するために載せたものであります。５番になりますが、理念の「持続するまち」であり続けるの「「持

続する」と「あり続ける」と同じことではないか」というご意見をいただいたところでありますが、意

見として参考とさせていただきたいと考えています。私どもといたしまして、「あり続ける」というも

のの、人ごとではなくて自分たちのこととして行革を進めるという想いを理念に載せておりますので、

表現は変えないことで考えております。 

続きまして２ページをご覧ください。大綱は７ページになります。安定した財政運営、財政調整基金

の確保ところで、「コロナは理由ではないのではないか」というご意見いただきましたが、新型コロナ

ウイルス感染症対策など不測の事態に機動的に対応するためには、一定程度の財政調整基金を確保す

る必要があるという考え方になります。７ページになりますが、歳入の確保で、「少しでも多くの自主

財源の確保に努めます」という表現の中で、「努めて財源が確保されていればこのような事にはならな

いのではないか。また、広告料のところで何を広告するのか」というご意見をいただいておりました。

こちらは、これまでも市税など公正な賦課徴収によって歳入確保に努めてきたところであります。た

だ、こちらは説明しておりますとおり、依存財源が村上市においては高い割合にございますので、少し

でも多くの自主財源を確保し、高度化、多様化する住民サービスに対応する必要があるということを考

えているところであります。広告につきましては村上市の印刷物、封筒等の媒体に民間企業さんの広告
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を掲載することで収入を得るという事を表現しているものでありますので、広告料で費用が嵩むとか

支出が増えることはないものと考えております。続いて８番の歳入の確保になりますが、「補助金をあ

てにしている時点でどうか」というご意見でありますけれども、こちらも国県の補助金に依存すること

ではなくて、必要な事務事業には有利な財源を活用することを表したものになります。続いて７ページ

の歳出の削減でありますけど、「最小の経費で最大の効果を挙げるとありますが、誰が評価、検証する

のか」という意見がありました。こちらにつきましては、地方自治体の事務は最小の経費で最大の効果

を挙げるという考えのもと行われております。常に自己点検しながら住民福祉の増進に努めていく。そ

れから自己点検した事務事業評価結果は、何らかの方法で公表することで透明性を確保したいという

考えでございます。１０番になりますが、事務事業の改善で「補助事業を頼りにしすぎではないか」と

いうご意見でありますが、市が支出する補助事業の効果を含めて検証することを進め、必要な事務事業

に当たりましては有利な財源を活用することを表現したものであります。 

続いて３ページご覧ください。大綱の８ページになります。行政改革の重点施策で、自治体ＤＸの推

進になろうかと思います。「ＩＣＴとかＤＸを簡単に書いているのではないか」というご意見でありま

すが、村上市は広大な面積を有しており、距離、時間の差を解消するためにはデジタルツールの活用は

有用であると捉えておりますので、多様化、高度化する住民ニーズに対応するための現状分析を十分に

行った上で、必要な業務にはＩＣＴやＤＸを推進するものと考えております。９ページの協働の取組で

す。「市内に１７ある地域まちづくり組織の効果はどうか」というところでありますが、市民協働のま

ちづくりは、地域住民と行政が補完し合いながら、地域の課題解決に取り組んでおりますので、今後

も、行政ではまかないきれない地域が抱える諸課題の解決をまちづくり協議会に担っていただく取組

を進めるものであります。１３番、９ページになります。「自主財源の確保はできることを書きましょ

う。それから維持管理費は大丈夫でしょうか」というご意見でありますが、歳入の安定化には、市税の

適正かつ公正な賦課徴収を行うことで、自主財源を確保するものであります。公共施設の維持管理費に

つきましては総合管理計画等に基づきまして、更新等を計画的に行って財政負担の軽減、平準化を図る

ものであります。１４番、１１ページになります。行政組織の効率的な運営ですが、「職員定数の上限

を定めて限られた人件費とありますが、決め方の根拠が不明」ということでありますが、村上市職員定

員適正化計画よりまして、社会情勢の変化に伴いその時々の行政課題に機動的かつ柔軟な対処が可能

となる体制を整えつつ、職種ごとに必要な職員数を確保するという考えで決めているというところで

あります。１１ページの行政組織の効率的な運営で、「指定管理の記述がないが民間活力の導入に含ま

れるのか」というご意見でありますが、指定管理者制度は民間の持つノウハウを活用して効率的な管理

運営とコスト低減を図ることを目的としております。公共施設の効率的な管理運営を進めることに有

効であり、見直すべきところは見直しつつ、民間活力を活用し効率的な施設運営を進めることに包含さ

れるものと考えております。 

４ページ、ナンバー１６から１９に関しましても指定管理者制度のご意見でございましたので、ナン

バー１５と同じ考えですということになります。２０番、大綱の１１ページになります。職員の能力と

意欲の向上になります。「人事評価は第三者で評価しない限り機能しないのではないか」というご意見

でありますけれども、村上市が行っている人事評価制度につきましては、評価基準やルールに基づきま

して、育成意識を持って事実のみを客観的に評価することとしております。それによりまして公正な評

価を行っておりますので、職員の能力開発と人材育成を評価基準に基づいて推進していくことになり
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ます。２１番も職員の能力の向上で、「ワークライフバランスは二の次ではないか」という意見ござい

ましたけれども、効率的な行政運営を確立するためには職員の疲弊を招き、組織の能力が低下すること

がないようにワークライフバランスも大切な取組という考えで行っていくことになります。 

５ページの２２番ですが、「未満児の保育料を無償化して少子化を少しでも抑えてほしい」というご

意見でありますが、こちらは大変貴重なご意見ということで、参考にさせていただくとことにしたいと

思います。具体的な取組につきましては行革大綱の方には掲載をしないことにしましたので、ご意見と

しては伺うという形になります。２３番、１２ページになります。「第３次総合計画との関連性は」と

いうことでありますけれども、総合計画では大綱を公共施設の適正管理、効率的な行政組織の構築、安

定した財政運営手法について、あらゆる政策において参酌すべき指針と位置付けており、あらゆる政策

分野を横断的に取り組むことで効率的なサービスの実施、効果的な運営を目指すこととされておりま

す。２４番、１２ページになります。「５か年とありますが、中間年度で効果がない場合はやめるのも

大事じゃないか」というご意見でありますが、大綱の計画期間は令和８年度までの５年間と定めており

ます。必要性、効率性、有効性の観点から現状分析を行って、常に問題意識を持って改善に取り組むこ

とは重要な視点であると捉えておりますので、事務事業の自己点検を含め行政改革を進めるものでご

ざいます。 

最後６ページになりますが、２５、２６、２７番につきましては、実施したパブリックコメントには

関係しない案件でございましたので、掲載しないことにさせていただきたいと考えております。以上、

パブリックコメント手続きを行う案件に対する意見の結果についての市の考え方としてお答えします

のでよろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。それでは今のご説明についてご質問、ご意見等ございましたら、どのペー

ジでも構いませんので、何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。村山さんお願いします。 

 

（村山委員） 

２４番の意見者のナンバーが入っていませんが、これは。 

 

（斎藤係長） 

失礼しました。こちらが意見者番号１番の方です。 

 

（委員長） 

ほか、いかがでしょうか。お願いします。 

 

（本田委員） 

ナンバー５番の理念のことですが、このご意見のとおり、「あり続ける」と「持続」が同じ意味であ

るということと、意見者の「繋ぐ」というのも「続ける」と「繋いでいく」ということが同じような意

味になってしまうので、これはあくまでも「持続するまち」を固有名詞としてあり続けるということで

策定されたものだと思うので、これでいいのかなと思いますが、皆さんの意見はいかがでしょうか。 
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（委員長） 

今、本田さんおっしゃったように、僕もよく考えてみたら、「持続するまちであり続ける」は否定型

があり得るか、「持続するまちであり続けない」というのがあるということは「持続するまちであり続

ける」というのは論理的にはあり得ると思う。今のご意見のとおりで「持続するまち」は固有名詞なの

で、そういう状況を続けていくという捉え方でいいのかなということで、この回答でいいのかなと思い

ました。他にご意見ありますか。 

 

（本田委員） 

確かに意見者の方のおっしゃるとおりですが、考えれば考えるほど同じかなと思えてきます。反対の

意見がないのであれば、これでいいのかなって思います。意見者の方が納得されるのであれば。ご意見

として参考とありますけれども、何かこの質問者には回答されるのでしょうか。個別に。 

 

（斎藤係長） 

個別には回答しませんが、全体としてこういう意見があり、市としてはこういう考えですという出し

方になります。 

 

（本田委員） 

それであればどうでしょう、納得されるのであればよろしいでしょうかと思います。 

 

（委員長） 

もしできれば、ここの「参考にさせていただきます」のところに、少し説明を加えていただくのがい

いのかもしれません。今、本田さんがおっしゃったような形で、「・・・ということです」という説明

をちょっと加えていただくと丁寧かなと思います。いかがでしょう。他の委員の方、これについてはよ

ろしいでしょうか。他にこれ以外の点についてご意見等はございますか。 

 

（瀬賀委員） 

今、本田さんからもありましたが、個々のコメントに対するリプライ、返答っていうのは、市は市報

か何かでまとめて、我々が見ているこの文面と同じようなものを出すのでしょうか。それともどのよう

な形か、もう一回説明していただけますか。 

 

（斎藤係長） 

市としましては、ある程度こうカテゴリーごとにこういうご意見がありましたとまとめまして、それ

に対して市はこう考えていますということで公表させていただきます。ただ、具体的に市報に載せると

いうことではなくて、ホームページで公表するという流れになります。 

 

（委員長） 

文面については、このまま載せるかという瀬賀さんのご質問ですが、文面についてはこのままなの

か、それとも少し変えたりするのかについてお願いします。 
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（斎藤係長） 

文面につきましても、このままダイレクトには載せず、ある程度こういうニュアンス、こういう意見

の概要ということで、質問者の意向は変えないようにはしますが、少し文章を整えた形で公表する形に

なります。 

 

（瀬賀委員） 

そうすると、例えば具体的にナンバー１のこのコメントに対しての意見者のナンバーは３ですが、こ

の１に対しては３の人にしか分からないということか。それとも意見者全員に行くのか。 

 

（斎藤係長） 

意見者に個別回答は行いませんし、意見者３の人がこういう意見を出した、意見者１がこういう意見

を出したというのも分からないような形になります。意見者のご意見に対してこういう考え方です、と

いう公表の方法になります。 

もう一度説明しますが、公表の仕方として、こういうご意見ありました、市としてこういう考えです

っていうのはこのまま行きます。ただ、３番の人に直接とか１番の人に直接こういう考えですという回

答はしませんが、一覧という形でホームページにて公表します。 

 

（瀬賀委員） 

ダイレクトには行かないけれど、今言ったように、こういう意見があったということを全体的なリプ

ライとしてホームページに出すということですね。はい了解しました。 

 

（委員長） 

今の点よろしいでしょうか。今、画面共有されているかと思いますが、村上市のホームページから過

疎地域持続的発展計画のパブリックコメントの回答です。それで、感じとしてはここでいうところのナ

ンバーが載って、意見の概要が載って、意見に対する市の考え方っていうこの３つのことが載るという

格好で表には出ることになろうかと思いますがこれでよろしいですか。（はい。）ありがとうございま

す。こういう形で回答させていただくということなので、市の考え方が１００％こういう形で載るかと

いうと、それについてわかりませんが、少し書きぶりも変わったり、表現は内部で調整があるかもしれ

ませんけど、基本構造はこういう形でということのようです。他に、この点について、公開方法ではな

くて内容についてご意見等ございますでしょうか。そうしましたら、この形で、今ご意見出していただ

いた点を踏まえてパブリックコメントでの回答として、ホームページに載せていただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

（２）行政改革大綱2022（案）の最終調整について 

 

（委員長） 

続きまして、行政改革大綱 2022（案）の最終調整について、事務局からご説明をしていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 
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（斎藤係長） 

行政改革大綱 2022（案）の最終調整についてであります。こちらは前回の委員会で委員の方からご

指摘のあったもの、パブコメの意見を踏まえた形で修正したものを、本日最終的に皆さんにゴーサイン

を出していただきたいということでご説明いたします。順番に行きますが、大綱の全般的な話になりま

すが、用語解説にあるものにつきましては、全てアスタリスクを付けました。 

次に、目次でありますが、前回と変わったところとしまして一番下のところにありますが、委員会の

答申書、策定経過、委員名簿を追加で載せたいと考えております。 

１ページになりますが、広大な面積のところで、先ほどお話いたしましたように、「川、谷沿いに」

というところに「海、山」も追加させていただきました。 

２ページ目になりますが、グラフの見出し、折れ線グラフの色のことをご意見いただきましたので、

折れ線グラフの色と見出しの色を見やすいようにさせていただいております。 

３ページ目のところでは、基金の残高がありますが、前回は基金残高６４億円と表記させていただき

ましたが、私どもの意図しているところとしまして、財政調整基金の残高をクローズアップしています

ので、表現を変えさせていただき、「財政調整基金の残高は３１億円です」と直させていただきました。 

５ページになりますけども、職員定員管理の見出しになります。３の①で「職員数の推移」という表

記でしたが、下のグラフ等につきましては推移ではありませんので「職員数」に修正をさせていただき

ました。また、「人口１万当たり」という表現を使っていますが「１万人当たり」に修正をさせていた

だいております。また図４―２、折れ線グラフの数字の色が棒グラフと重なって見えづらいというご意

見いただきましたので、数字を白抜き、着色するなどして見やすいような工夫をさせていただいたとこ

ろであります。 

６ページのリード文になりますが、行政改革は市民の方々と一緒になって進めるということをより

強く表現したいと考えまして、赤文字になりますけれども「市民と課題を共有して行政改革を推進しま

す」という表現をさせていただきました。 

７ページ、歳入の確保のところで、使用料、手数料も大事な自主財源でありますので、「公平な賦課

を」ということで追加させていただいたところであります。 

８ページになりますが、こちらもリード文のところで、「少子高齢化の流れのなかで、安心して子供

を産み育てられる子育て支援策、高齢者が生き生きと暮らし続けるための福祉サービスの充実」を入れ

させていただいたところであります。 

１０ページ、公共施設の効率的な管理・運営のところで、「ＰＰＰ」と「ＰＦＩ」がありましたが、

明確なご説明が難しい部分がありましたので、記述自体を削除させていただきました。利用料金のとこ

ろで「減免制度を含む。」という文書表現が上手くないところがありましたので、委員からご指摘があ

ったように、「・・・利用料金が適正であるか検証して、減免制度を含め・・・」と表現を変えさせて

いただいております。 

１１ページでありますが、職員の能力と意欲の向上の「男女の区別」について様々なご意見をいただ

きましたので「男女の区別や年齢にかかわらず」という表現は削除させていただいたところでありま

す。 

１３ページ、タイトルになりますが「改善サイクル」という表現でしたが、サイクルという表現がい

ろんなプロセスを踏んで元に戻ってサイクルすることと、図で伝えたいことと実際のサイクルという
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表現が合ってない部分があるのでは、というご意見を頂戴したところでありますので、「改善プロセス」

という表現にしたいと考えております。実際はサイクルするものですが、プロセスという表現にさせて

いただきました。また、４つ目の実行のところのカテゴリーに、「市民、自治会、ＮＰＯ、企業等との

協働により地域が抱える諸課題の解決に取り組む」という表現を追加させていただいております。 

１４ページ、用語解説のところで「ＰＦＩ」と「ＰＰＰ」の解説を削除させていただきました。 

１５から１７ページであります。１５ページには答申書は載っておりませんが、議題３で協議いただ

く答申書の案をここに載せたいと考えています。１６ページでは、７月の第１回の委員会からの経過に

ついて掲載したいと考えています。１７ページでは委員名簿をつけさせていただきました。こちら、お

名前は大丈夫だと思いますが、所属等この表現ではどうかとか、正式名称はこうじゃないよとかありま

したらご指摘いただければと考えております。以上で、大綱の修正について説明を終わらせていただき

ます。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。それでは今のご説明についてご質問、ご意見等、前回のところでご指摘い

ただいた点は概ね反映をしていただいたのではないかと思っておりますけれども、さらにブラッシュ

アップが必要な部分等ございましたら、質問も含めて出していただければと思います。よろしくお願い

します。いかがでしょうか。本田さんお願いします。 

 

（本田委員） 

ひとつ前に戻って、案件に対する意見の結果についてなんですけれども、これを読み進めていくうち

に気づいたことがありまして、ナンバー１１の意見について「何でもデジタル化ではなく」というとこ

ろがありますが、大綱の８ページ「少子化と高齢者が生き生きと暮らし続けるための福祉サービス」が

ありますが、このデジタル化を推進するのはもちろん大切なことですが、高齢者の方、デジタル弱者の

方に考慮した、例えばこの自治体ＤＸの推進のところで、推進をしますが、全くお使いにならない高齢

者の方に対する何か一行あってもいいのかな。ここでなくてもいいですが、全くパソコンも携帯もホー

ムページも見られない、ＳＮＳもやらないパソコンも見ないっていう高齢者の方がたくさんいらっし

ゃると思うので、その高齢者の方も取りこぼしませんよっていう意気込みといいますか、高齢者のそう

いう方にも取りこぼしがないようにやりますよっていう市としての何か言葉があってもいいのかなっ

て思ったりします。 

 

（委員長） 

具体的に言うと本田さん、８ページにそういう文面が少し入っていた方がいいと思われますか。 

 

（本田委員） 

「高齢者が生き生きと暮らし続けるための福祉サービスの充実」がありますが、これはもちろん、福

祉サービスとそういったことは全く別ですが、そのデジタルを推進するばかりが表立ってしまって。そ

れで一番最後の「実施すれば、貧困者をつぶしたいのかと読み取れる内容です」という一文があるわけ

です。これはパブリックコメントには関係しないので掲載しないとありますけれども、これを読み進め
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ると全くデジタル弱者の方には届かないのかなって思います。全くホームページも見ない、ＳＮＳもや

らない、市報だけが市からの情報っていう方もたくさんいらっしゃると思います。ですので、デジタル

の推進はもちろん大切ですが、デジタル弱者の方にはどうしたらいいのかな。 

 

（委員長） 

なるほど、そうですね。そうしたらどういうふうにしましょうかというところですが、対象者に合っ

たサービスの提供ということですよね、本来は。（そうですね。）ＤＸというか、デジタル化に向いてい

る人たちに向けては、もうデジタル化で推した方が良いわけですよね。逆に紙で困らない方が。 

 

（本田委員） 

はい。それはもう効率化を考えたら、それはもちろん推進すべきことでありますが。 

 

（委員長） 

その一方で、向かない人っていうのに対しては、それに対応できるようなサービス提供、オプション

を残しておくべきだっていう、そういう書きぶりがここに載ると、より分かりやすいってことになるの

でしょうね。 

 

（本田委員） 

ここに取り上げませんが、「実施すれば貧困者を潰すのか」というこの一文がちょっと気になってお

りまして。貧困者ではないにしても、デジタル弱者の方は取り残されてしまうのかなっていうことが危

惧されるのですが、いかがでしょうか？ 

 

（委員長） 

基本的な考え方として「持続するまち」ということを考えると、貧困者を切り捨てるのかという話に

は本質的にはならない。正確に言うと、言葉の意味だけで言えばそうなることもあり得ることですが、

ここで考えていることは、そっち方向には行かないっていうことを先ほど事務局もおっしゃっていた

かと思いますので、そのあたりが汲み取れるように本体を変えるか考え方のところに載せるか、どっち

かでしょうかね。 

 

（本田委員） 

そうですね。自治体ＤＸの推進はもちろんしますが、デジタル機器をお使いにならない方向けに何か

分かるような一文があればいいのかなと思います。 

 

（委員長） 

手立てとして書きやすいのは、この意見に対する考え方で、結局、考え方はホームページに残るだけ

じゃなくて基本的に公文書で残るので、市の考え方としてここに書いてあることは、そのまま維持され

ることになりますので、そうすると、推進はしますが、それに適合しないような対象者に対しては、そ

ういう人たちが取りこぼされていくということ、排除されていくことがないようにしたいと考えてい



- 11 - 

 

ます、と答えておけばいいのではないか思いますが、斎藤さんはどうでしょうか。 

 

（斎藤係長） 

当然、デジタルデバイト、デジタル弱者の方には配慮した上で自治体ＤＸを推進しますという考えで

ありますけれども、確かに読み取れない部分もありますが、パブコメをいただいた中で、そういう直接

的な意見がありましたので、それに対して配慮しますと回答させていただければと思っております。 

 

（委員長） 

それでは、１１番の意見に対する市の考え方に盛り込んでいただくことでまとめさせていただけれ

ばと思います。よろしいでしょうか。（はい。）ありがとうございます。そう致しましたら、今のような

こともあろうかと思いますので、パブリックコメントが付いたことで、こういう所を分かりやすくした

方がいいよとか、少なくとも説明文として答えた方がいいよとか、いろんなことが出てくるかと思いま

す。それも含めてご意見を出していただければと思いますがいかがでしょうか。 

 

（瀬賀委員） 

内容の細かい文言ではなくて、全体的なこの色刷りのことを聞いてもよろしいでしょうか（はい、ど

うぞ）今手元にいただいたものは、おそらくコピーなので本物とは若干色が薄れている部分があるのか

なということで、それを考慮した上でお聞きしたいのですが、実際、出来あがると、もっと艶のある上

質な紙で刷り上がると思います。その中で、まず５ページの３の下①、ここのところだけ職員数がオレ

ンジになっていますが、このオレンジにした意味合いは何でしょうかということです。まず一つそこを

お聞きしたいと思います。この下のグラフ。村上市と対比するためにオレンジにしたのでしょうか。他

はだいたい全部黒ですよね。だけども、ここだけオレンジになっているので、何か意味合いがあるのか

なと。 

 

（斎藤係長） 

前回、職員数の推移というタイトルでしたが、説明が推移ではなかったので修正しました。実際、こ

こは黒になります。 

 

（瀬賀委員） 

わかりました。それからもう一つ。６ページ下段の方、四角に囲まれて行政サービスの向上とか３つ

に分かれていて、アイテムごとにいくつかが出ています。これは一般的に言う黒ポチではなくて矢印に

なっています。それから、８ページから見ていくと、囲まれた中はアイテムごとに黒ポチじゃなくてチ

ェックになっている。今度１３ページに行くと、最終的にこの四角の中に囲まれて黒ポチになっていま

すが、ここら辺の違い、なんでこういうふうに分けたのかということを教えてください。 

 

（五十嵐室長） 

説明させていただきます。黒ポチとか矢印とかチェックを分けた明確な理由はありませんが、イメー

ジとして伝えるためです。例えば６ページであれば行政サービスの改善と向上については、これをやっ
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てあれもやってと矢印がどんどん下がっていくってことをイメージするために矢印を使いました。８

ページ以降の具体的な施策の中は、さらに一つずつやっていく必要があるという意味でチェックにし

ましたし、それ以外は丸ポチでということで、私のイメージでやったので、合わない点があればご意見

いただければと思います。 

 

（瀬賀委員） 

ある程度、動きを見せようというような意味合いもあるということでしょうか。 

 

（五十嵐室長） 

そうですね。イメージで文字というよりも、全体の流れとか図を使いながらご説明したいと意図があ

って、この方がいいかなっていう程度ですので、もしこれだというのがあれば、ご意見いただければと

思います。 

 

（瀬賀委員） 

わかりました。それぞれの考え方でしょうから。私はちょっと昔の人間なので、黒ポチできちっとし

た方が伝え手側の方の意思がはっきりしていると思ったのでお聞きしました。それぞれのご担当の

方々の思いがあると理解いたしました。はい、結構です。 

 

（委員長） 

ありがとうございます。今、瀬賀さんがおっしゃった点は重要なポイントで、考え方が違うのであれ

ば、違うっていうのが分かるようにすればよくて、同じ考え方だったら同じものを使った方が相手に伝

わりやすいというご指摘だと思いますので、内部で考えていただいて、これは矢印の方が良い、ブレイ

クダウンしているから矢印にするとか、ここはそうではなくて単なる箇条書きなので黒ポチにすると、

再度チェックしていただければと思います。よろしくお願いします。（はい。）他にはいかがでしょう

か。とりあえず一旦ここでこの話を終わりにして、また最後もう一度お聞きしたいと思いますので、先

にとりあえず進めて、答申書の調整について事務局からご説明をいただいて、答申書を考えてから大綱

自体に戻りたいと思います。では答申書についてよろしくお願いします。 

 

（３）答申書の調整について 

 

（斎藤係長） 

この答申書になりますが、７月２６日の第１回の委員会での市長の方から委員長に行政改革大綱の

策定について諮問致しました。それについて、委員会の方でいろいろ議論していただき、市長に対して

答申に付ける書面になります。今回案の１から３まで用意をさせていただきました。この中でご協議い

ただいて、最終的にこれということで決めていただきたいと思います。 

１番になりますけれども、内容としましては、慎重審議を重ねて別紙のとおり原案を作りました。そ

れについては下の意見を付けます、という作りになっています。下の意見といたしまして、「持続する

まち」であり続ける理念のこと、安定した財政運営を基盤とし、３つの重点政策を位置付けまして、行
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革を着実に進めますという文言を入れました。なお書きといたしまして、大綱には示していないけれど

も、安心して子供を産み育てるための子育てに対するニーズへの取組など、この委員会での審議過程で

いろいろ出していただいた意見、要望については行政改革の推進にあたり、その趣旨をできるだけ尊重

してください、という答申書になっています。 

案２でありますけれども、先ほどのなお書きの部分を本文の方に取り込んだ形になっております。そ

れから、２段目で答申しますとなって、その後に「なお」ということで、先ほどお話したものを入れて

あります。 

案３ですが、こちらは上の方がずっと同じですが、下段のなお書きのところで、こちらは表現が違う

形になります。この委員会で審議過程において出された意見及び要望については、その趣旨をできる限

り尊重して行政改革を推進し、安心して子供を産み育てることができる村上市の創造に取り組んでく

ださい、という答申の作りになっています。これ以外にもご意見があろうかと思いますので、まずはた

たき台として３案を示させていただきましたので、協議していただいて一つの案を出していただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。とりあえず現状を見ていただいて、これは決めの問題なのでどれがいいか

と皆さんの意向を聞いて、そこから話を始めたいと思います。案１がいいと思う方は挙手をお願いしま

す。（挙手なし）案２がいいと思われる方は挙手をお願いします。（挙手１名）案３がいいと思われる方

は挙手をお願いします。（挙手５名）ということで案３が多かったのですが、そこから話を始めていこ

うと思います。 

さて、そこで瀬賀さんにちょっと伺いますが、案２を選ばれた理由を言っていただくと、案３がいい

と思われた方に対して情報提供できると思うのでお願いします。 

 

（瀬賀委員） 

これも個人の考え方だと思いますが、答申の鑑の文章なので、鑑はシンプル・イズ・ベターだと思っ

ておりますから、私は２がよいと思いました。 

 

（委員長） 

なるほど、わかりました。そうすると２のような構造だったら内容は３でもいいっていうことになる

わけですか。 

 

（瀬賀委員） 

３の内容にも入っていますし、１にも入っていますからそれは一向に構いません。 

 

（委員長） 

そうしましたらということですが、ほかの皆さん、どなたかとりあえず口火を切っていただいて、こ

れでいいと思うというのを推していただければ、それに応じてと思いますが。 
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（本田委員） 

はい、すみません。ずっとこだわり続けてきた「安心して子供を産み育てることができる村上市」と

いうところにおいて、その「できる限り尊重してください」で文が終わるよりも、それを踏まえた上で

「村上市の創造に取り組んでください」の方がインパクトがあるのかなと思いました。 

 

（委員長） 

ありがとうございます。他にはご意見ございますでしょうか。その際に考慮しなければいけない点

は、３番目の案で「安心して子供を産み育てることができる村上市の創造に取り組んでください」にし

た時に、先程の話で言うと抜け落ちる部分をどう見るかだと思います。というのは、「高齢者が安心し

て暮らせる」とかっていうのが抜け落ちますが、そうなった時に子供だけでいいのか問題っていうのが

ある。多分、文句を言いたいと思えば、そういう文句がつく可能性がありますが、それでもやっぱり子

供なんだっていう決めもありますし、もうちょっと幅広に行ったほうがいいいいのではないかという

考え方もあろうかと思うので、この辺りご意見伺えればと思うんですけど、どうでしょうか。 

 

（本田委員） 

確かにおっしゃるとおりかも知れません。 

 

（委員長） 

そこだけだと思うんです。今までずっとこの委員会で議論されてきて、皆さんのご意見はそれほど開

きがなかった。安心して子供が育てられるまちにしようよっていうのは出てきた話だったので、これ自

身は全然おかしな話ではないと思うんです。その時にそれだけで良いかどうかを少しだけ入れてみる

かどうかなんです。で、１番と２番はそこが、「取組など」っていうことにして例示にしてあるので、

ある意味では今の批判を受けづらいかもしれない。いろんな取組がありますが、特出しでどんな取組を

出すのかって言ったら、一番目としては子どもを育てるっていうことにするという出し方ですよね。で

すから、当然、そこには高齢者とかいろんなものが含まれるっていう解釈が成り立つわけです。これに

対して３番目は、ともすればその高齢者とかっていうのは含まれないように見えてしまう危険性があ

ると考えると、高齢者や子供が安心して暮らせるとかという話を両方入れる。先ほどの話で言えば８ペ

ージ、「安心して子供を産み育てられ、かつ高齢者が暮らし続けられる」と両方入れるっていうのも一

つの考え方だろうと思います。それだとこの二つしか入らないのかっていう問題になって、それ以外の

ことが入ってないからまずいんじゃないのっていう話になる危険性はあるんですけど、それもここで

議論してきた話の大きなものって２つだっただろうと思う。高齢化して行く社会をどうして行くのか

っていうのと、高齢化して行く一方で、子どもがどんどん少なくなっていく。そういう社会をどうして

行くのかっていうこの二つの問題に焦点を当てて、皆さんが頭の中で考えてくださったということで

あれば、当然、これは、この二つを表に出すことは、それ自身間違ったことではないと思うので、そう

いう書きぶりもあろうかと思います。この辺り、今いくつかのオプション出させていただいたんですけ

れども、ご意見伺えればと思うんですが、いかがでしょうか。はい、どうぞ。 
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（石黒委員） 

結論ではありませんが、なお書きの、スタートのところは「本委員会で今回の審議過程において出さ

れた意見及び要望については」という入りは非常にスムーズな感じがしまして、１案で、いきなり「本

大綱に示していない」っていうのは唐突感がすごいあって、子育てが一番最初にくるのかなっていうの

が、導入部分として違和感があるので、審議過程の中で意見が出てきたっていうその入り方は、第３案

の方がすごいスムーズに感じますが、その後に、１案の方は「など」ということで、いろんなケースを

想定して包含されているので、今のご説明いただいた中で、１案もありなのかなという感じがしました

が、先ほど先生が示したように、第３案にちょっと長くなりますけれども、「高齢者の方も含めていき

いきと暮らすことができる」ような、長くならないような文言を、例示の一つとして、委員会で出たい

ろいろな意見の一つということで、皆さん幅広に対象になっているというような感じで伝わればいい

のかなっていう、ちょっと今の印象ですがそんな感じがしました。 

 

（委員長） 

ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。はい、お願いします。 

 

（村山委員） 

私も今出された意見の方に賛成で、入りが綺麗に入っているって思ったのと、取り組んでくださいっ

ていうのもいいなあというご意見が出されましたので、そこの部分を残して、その「安心して子供を産

み育てることができる」っていう部分を、もう少し膨らませて書いていただければいいのかな。 

 

（委員長） 

ありがとうございます。ほかの皆さん、ご意見どうでしょうか。 

 

（本田委員） 

先ほど委員長がおっしゃったように、安心して子供を産み育てる世代と高齢者に特化してしまうと、

ほかの年代はどうなのかということになるので、この８ページの「高齢者が生き生きと暮らし続けるた

めの」っていうところありますが、ここを「市民が生き生きと暮らし続けるための」と、それと「安心

して子供を産み育てる」としたら、そこをちょっと上手く繋げて、全市民が対象であるということを表

現したらいかがでしょうと思うのですが。 

 

（委員長） 

わかりました、ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。はい、どうぞお願いします。 

 

（山ノ井委員） 

皆さんと意見は一緒ですが、市民全体の方が対象になるような言葉で書かれて一番良いのかな。その

後に「安心して子供を産み育てることができる」っていう文言であればいいのかなと思います。高齢者

であったり、いろんな方がいますので、その人たちも対象になるような言葉で語ればいいのかなと思い

ました。 
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（委員長） 

ありがとうございます。「…行政改革を推進し、安心して子供を産み育てるなど、市民が生き生きと

暮らし続けることができる村上市の創造に取り組んでください。」としてみましたが、どうでしょう。 

 

（本田委員） 

すみません。「産み育てることができる」までを入れた方がよろしいのではないでしょうか。「でき

る」というのが重要なところです。「できる、そして、」でもいいかなと思います。「できる、そして、」

でいかがでしょう。 

 

（委員長） 

「安心して子供を産み育てることができるなど、市民が生き生きと暮らし続けることができる。」で

きる、できるだとちょっと上手くないかもしれません。ここで「など」を使った理由は、例示としての

「など」です。「そして」だとＡアンドＢなので、「安心して子供を産み育てることが出来る、プラス、

市民が生き生きと暮らし続けることができる」となって、「市民が」のところに全部含まれるっていう

ふうになれば○、子供、子育てだけに特化しているように見えるというふうに見られるとつらいかなと

いうのがあって例示にしてみましたが、この辺りは皆さんのご意見を伺いたいと思いますが、どんなも

んでしょうか。はい、どうぞ。 

 

（村山委員） 

「育てることができるなど」っていう文章はちょっと流れが。もし「など」を入れるんだったら、「子

育てに対するニーズの取組など」っていう方がスムーズかな。 

 

（委員長） 

パターンとしたらどっちがいいですか？ 

 

（瀬賀委員） 

もう一つ、委員長のこの作られた例文で、上段の文章をちょっと変えて、「安心して子供を産み育て

ることができ、市民が生き生きと暮らし続ける村上市の創造に取り組んでください。」というのはどう

でしょうか？ 

 

（委員長） 

こんな感じですか。 

 

（瀬賀委員） 

「暮らし続ける村上市の創造」です。「でき」、「でき」っていうのはちょっと引っかかるもんですか

ら。「…続ける村上市の創造に取り組んでください。」という文章ではどうでしょうか。はい、今、私が

申し上げたのは、この文章です。 
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（委員長） 

今のところ３案ぐらいありますが、村山さんがおっしゃった「など」を入れるのであれば別の方法が

いいのではないかという、「子どものニーズに対応でき」とか「対応するなど」みたいな書きぶりがい

いのではないかという話も出ています。瀬賀さんから２番のプランが出てきて、あと３番目は本田さん

が言ってくださったプランだと思いますが、このあたりで見てみるとどうでしょう。とりあえず１番目

がいろいろあるとすれば、２番目か３番目ぐらいでしょうか、どうでしょうか。どんなもんでしょう。

ご意見を。この辺りは決めの問題なので。はい、お願いします。 

 

（山ノ井委員） 

自分はちょっと３番で、「安心して子供が産み育てることができ」で点つけてもらって、「・・・そし

て・・・」の方が読みやすいかな。 

 

（委員長） 

はい。ほかの方々どうでしょうか。 

 

（本田委員） 

私も「そして」で繋いだ方が良いのかなと思います。 

 

（委員長） 

ほかの方々どうですか。「そして」で繋ぐパターンは。 

 

（石黒委員） 

山ノ井さんの方からございましたけれども、「できる」「できる」っていうところがちょっと引っ掛か

っていたんですけど、意味合いとしては３案がいいかなという感じがしていたところで、「でき」と「で

きる」だったら被っていてもいいかな。「できる」「できる」っていうとこだけちょっと言葉尻が引っ掛

かっていましたが、「でき、」としたので、繋がりとしてはいいのではないかなという感じが個人的には

しました。 

 

（委員長） 

ありがとうございます。他の方、どうでしょうか。瀬賀さん、どうですか。このパターンは３番目っ

ていうのは。 

 

（瀬賀委員） 

委員長の裁断に従います。 

 

（委員長） 

はい、これで行ってみますか。どうでしょう。よろしいですか。どんなもんですか。 
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（本田委員） 

「できる」「できる」よりは、「でき、」で繋ぐことでいいと思います。はい。「・・・でき、そして・・・」

で繋ぐことでいいと思う。 

 

（村山委員） 

見ているとどっちもいいかなと思って。「暮らし続ける村上市」っていうのもなんか悪くないなみた

いな感じで、「できる」がいるのかいらないのかなあ。 

 

（委員長） 

はい、微妙ですが、とりあえず３番目で行ってみますか。もう一度戻らなきゃいけない、何に戻らな

きゃいけないかというと、パターンを３の書きぶりで、形式の問題で３の書きぶりがいいのか、瀬賀さ

んがおっしゃったように２の書きぶりがいいのか、ということです。２の書きぶりだと多分３の書きぶ

りのところの「記」のところの、「あふれる笑顔のまち・・・」というここの段落がなくなって、なお

で、今のこの文章だけっていうことになるだろうと。ですから、「「あふれる笑顔のまち村上」を将来像

とする・・・」というここの部分を入れるとなると、形としては「記」という形を取らざるを得ないだ

ろうと思います。それで、これが「記」なのかどうかなんです。このパターンとはちょっと違いますが、

この前、聖籠町でも同じように意見を付して答申しますとしたんですけれども、そこに附則をつけたん

です。附帯意見という形でここにつけたんです。「記」と書いてある部分は附帯意見だろうと思うんで

す。改革大綱の本体には書いてないけれども、ここの部分が重要だったので考えてくださいという意味

だろうと考えられるので、ここのところは附帯意見でもいいかなと思っています。ただ、その場合には

ちょっと書きぶりを変えないといけないかなとも思います。「記」だとこのままで、「笑顔あふれるま

ち・・・」っていう書き方になろうかと思います。さて、そういうわけで形式の問題の話をごちゃごち

ゃにしましたが、修文すると、文章を一文だけにするのか、それともそうではなくて、この「記」とい

う形で意見を付けるかっていうことですが、どっちで行きましょうか。ご意見ございますか。 

皆さんのご意見を反映できる形っていうのを考えた時に、どっちが重要かって言うと、この後ろの部

分の今後段で皆さんにご議論いただいたこの答申もさることながら、答申に書かれていることではな

いことが重要なんだというところをやっぱり載せるべきだろうと考えたときに、それが見えやすいの

は、実は僕の意見を言わせていただくと瀬賀さんと同じ２番で、本体部分はこっちであるので、これ読

んでね。でもっていうのでなお書きにするか附帯意見にするかはありますが、今皆さんご議論いただい

た、本委員会での審議において出された意見について、「子供が安心して育てられる」っていう点に取

り組んでいただきたい、っていうことを入れるっていうのが重要だろうと思っております。従って、こ

このところがなお書きなのかどうかはちょっと微妙ではありますが、それでも一応２番のプランに、３

番の、今議論した文章をなおのところをつけるっていうのはどうだろうかっていうのをご提案させて

いただきますが、これが委員長権限ではないので、一応僕のご提案でどうでしょうかっていうところで

す。さっぱりしているけど言いたいことは全部言うよっていうタイプのやり方はどうだろうかという

ご提案です。ご意見いただければ。 
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（村山委員） 

２案がいいと思います。 

 

（委員長） 

２案のいい点は、言いたいことは答申のところに書いてないけど、言いたいことは全部載っているっ

ていうとこがすごくて、３案のところは上の部分が書かれているので埋没されるかなと思うんですね。

「あふれる笑顔の・・・」とかが中に書いてあってこっちにも書いてあることなのでいいので、そうで

はなくて後段部分として、ここが重要なんだっていうふうに委員の皆さんが思われたっていうところ

がちゃんと見えるっていうのが強いかなという感じがしているんです。とりあえず一応僕の意見です。

村山さんからご意見いただきましたが皆さんのご意見を伺えれば。ほかの皆さんのご意見を伺えれば

うれしいなあと思います。 

 

（石黒委員） 

答申をするときの一般的なルールがして理解できないので、どちらがいいかっていうとわからない

部分もあるんですけど、私の印象としては、最初に２案については、せっかく何回も回を重ね行政改革

委員会でやってできましたっていう答申を出すのにちょっと軽すぎるイメージが。ああやっていろい

ろやってきましたよっていうことで、行政改革大綱がメーンのミッションでこういう骨子で作ってき

ましたっていうのをここで説明した上で、でも、これだけじゃないよっていうのをなお書きで追加す

る、そういうイメージの方が私はいいのかなと最初に思ったので、３案がよいということで意見しまし

た。まあ、これはどちらでも、２案でも、３案でもどちらでも最後は逆に委員長に一任させていただき

ますけれども、あの意味は伝わりますけど、あと個人の好みかなという感じがします。 

 

（委員長） 

ありがとうございます。ほかの皆さん、どうでしょうか。本田さんお願いします。 

 

（本田委員） 

私はやはり第３案で、委員長がおっしゃったように記ということではなく、附則とした方が良いので

はないかなと。あの「下記意見を付して」というところをちょっと変えていただいて、附則として記し

たほうが良いのではないかと思います。 

 

（委員長） 

分かりました。山ノ井さん、太田さんどうでしょうか。はい、お願いします。 

 

（太田委員） 

私もはじめ第３案の方に賛成させていただいたんですけれども、いろいろご議論を伺っていると、

「市民が生き生きと暮らすことができる村上市」であるとか、「安心して子供を育てることができる」

っていう、ここにやっぱり焦点を当てるっていうことを考えると、第２案の方が言いたいことがストレ

ートに伝わるかなと思いました。以上です。 
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（委員長） 

ありがとうございます。山ノ井さん、どうでしょうか。 

 

（山ノ井委員） 

私も３案に手を挙げたんですけども、好みもあるかもしれないし、私はこういう初めてなので、受け

入れ側がこれをパッと見たときに、受ける側がどっちがいいのかは分からないですけれども、折角だっ

たら３案で考えたんで二つの意見を附帯意見で出すようなことでもいいのかなんて思いました。 

 

（委員長） 

はい。ありがとうございます。そうしたら、ちょっと僕も実は、文章を全部作って見てないので、今

ご議論いただいた内容でどっちがいいのかっていうのが実は判断つきかねているところがございます。

と言うのは、全部作ってみないと、きれいに魅せられるかどうかって分からないので、委員の皆さんの

ご意見を重々伺っているつもりですので、ちょっと僕にお任せいただけると助かるなと思います。どっ

ちになるか分からないんですけれども、皆さんが伝えたいものを市長さんにちゃんと伝わるように。あ

とはそれを読んだ時に、市民の方が分かるようにさせていただくように書かせていただこうと思いま

す。内容は一切変えませんので、形式については一任させていただけると助かるんですけどいかがでし

ょうか。 

 

（村山委員ほか） 

これで結構です。 

 

（委員長） 

ありがとうございます。ではそのようにさせてください。そういたしましたら元に戻ってというか、

行革大綱本体について、みなさんのご意見で、今まで言ってこなかった、言いそびれてしまった点など

ございましたら言っていただければと思うんですけどいかがでしょうか。はい。お願いします。山ノ井

さん。 

 

（山ノ井委員） 

大綱案の方で４ページ、歳出の図がありますけども、丸の中の、人件費だったら、63.9 億円で 20.2

パーセント。パーセントの方に記号はついてるんですけれども、63.9 億円の方にも億円があると、パ

ッと見た時どうかなあと思っての意見でした。 

 

（委員長） 

ありがとうございます。入れられたら入れたほうが分かりやすいと思うので、表組の問題なんですけ

れども、ちょっと上手くできるようだったら入れていただけますか。（はい。）他に、はいかがでしょう

か。 

そういたしましたら、最後、もう一度だけ意見を伺いますので、先に一旦進めていただいて、最後に

もう一度戻りたいと思います。次回委員会の開催について事務局から説明をお願いしたいと思います。 
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５ 次回委員会の開催について 

（斎藤係長） 

それでは次回委員会の開催日程について説明いたします。前回ご案内いたしましたとおり、１月２７

日木曜日の午前１０時からこちらの会場で委員会を開催いたします。その時に、先ほどご議論いただい

た答申書を、委員長から市長あてにお渡しいただきます。そのあとで委員の方と市長と意見交換してい

ただきます。詳細については後日ご案内することといたします。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。その日に来られない場合には、紙ベースでご意見を出していただければ、

市長さんに書面をお渡ししたいと思います。 

そうしましたら、もう一度戻っていただいて原案に対するご意見をお伺いします。 

よろしいでしょうか。そういたしましたら、ご指摘いただいた点を修正いただいて、成案とさせてい

ただければと思います。 

それでは、本日予定していた内容は以上になりますので、閉会のあいさつを副委員長の村山さんにお

願いしたいと思います。 

 

 

６ その他 

  特になし 

 

 

７ 閉会 

（副委員長） 

おつかれさまでした。委員の皆さんで出した意見がまとまって、とても良かったと思っています。ま

た、出した意見がこの中に入ってないと思うことがあると思うんですけれども、それも答申の中に入れ

ていただいたことで、委員の皆さんのご意見がちゃんと根付いていくんだなという気持ちがしていま

す。次回で答申になりますが、本当に皆様おつかれ様でした。 

 

閉会（１５：４０） 


